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まえがき 
 
 本稿は、令和７年 11 月 13 日に開催された管理運用研究部会での上山肇法政大学地域研究セン
ター教授の「地域社会（まちづくり）における新たな警察政策デザインを考える」と題する御講
演とそれに引き続く質疑応答を取りまとめたものである。 
 
 上山教授は、千葉大学工学部建築学科を御卒業後、千葉大学工学博士、法政大学政策学博士を
取得され、民間から東京都江戸川区管理職などを経て、2013 年から法政大学にて教鞭を執られて
いる。これまで自治体のまちづくりに多く参画されているほか、最近では内閣府の行う SIP（戦略
的イノベーション創造プログラム）において、人協調ロボティクスの社会実装にも取り組まれて
いる。 

 
まちづくりにデジタル技術を活用する「スマートシティ」の取組が行われ、生活安全・交通・

防災などの分野で行政サービスの向上が期待されているところ、警察における「安全安心なまち
づくり」においても、こうした「スマートシティ」との連携を更に推進していくことが有用では
ないかと考えられる。 
このため、まちづくりに関わる豊富な行政実務の御経験を基に、少子高齢化社会のまちづくり

や警察に寄せる期待について御講演いただいたものである。 
 
 なお、本講演会には、管理運用研究部会員のほか、警察庁（長官官房・生活安全局）や警察大学
校の現役幹部職員も参加し、活発な意見交換が行われた。 
 

 令和８年１月 
山本 和毅 
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地域社会（まちづくり）における新たな警察政策デザインを考える 
法政大学地域研究センター教授 上山 肇 

 

はじめに～政策の創造 
今日の演題は「地域社会（まちづくり）における新たな警察政策デザインを考える」とさせて

いただいた。警察政策という言葉は当然のことながら定着していると思う。改めてちょっとチャ
レンジングな言葉として、政策デザインのデザインを追加させていただいた。今日お話しするよ
うな中身で御共感いただけるとすれば、今後警察政策デザインという言葉が少し広がっていくか
もしれない。学会であるので、通常の業務以外にまた違った角度から自分の仕事あるいは政策と
いったものを見直すことが必要なのではないかと考える。私の経験も踏まえて、あるいは今現在
は研究者として都市政策に関する研究をしているが、いくつか皆さんにお示ししたいと思う。 
 
〇自治体まちづくり学シリーズ 
本日、皆様に用意させていただいたのが、「自治体の公共交通政策」という書籍である。この

書籍のテーマが公共交通政策であるので、警察にも直接関係があり、それも自治体の身近なとこ
ろでどういった問題や課題があるのか、あるいはそれに携わっている方々は、どのようなことを
感じながら仕事をしているのかというところを見ていただけるのかなと思う。 
「自治体まちづくり学シリーズ」と頭に謳っている。人材の育成が非常に今大きな課題になっ

ている。特に自治体職員の人材育成という問題や課題は顕著に出てきている。人材不足もあるし、
中にいる人たちがどういうふうに成長していけるのか。あるいは逆に管理職の方々がどういうふ
うに育成していくのかというところは、どこの部署も自治体では思っているところである。 
そういった問題や課題がある中で、自治体の職員管理職の OB たちが、主に東京都の関係にな

るが、何とか自治体の職員を育成したいということで、私も元々いたものだから「協力してくれ
ないか」と担がれた。「まちづくり塾」と名前を付けているが、自治体の職員たちがそれぞれの
自治体を超えて集まるような場が数か月に１回持たれている。 
そこには自治体の職員以外に、国土交通省や最近は民間の方も参加されるようになってきてい

る。視察などを中心に、様々な活動、シンポジウム等々がされている。 
そこに大学が今回、我々地域研究センターとして絡むことになったので、少し学術的なあるい

は研究的な視点を持ってその会を運営したいと思っている。実は職員を育成するためにも、ただ
単に研修みたいなことで聞いて学ぶだけではなくて、最終的に政策を立案するためには、書くあ
るいは発表するといった経験をきちんとさせなければならないと思っている。 
そういったことから今お配りした書籍の２章・３章あたりは、板橋区と世田谷区の主任クラス

の若手、30 代ぐらいの方が一生懸命頑張って調査してまとめて書いたものである。もし書くなら
ばしっかりと学術的に整理してもらいたいということで、その方々はきちんと学会で発表して、
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その成果を基に分かりやすく文書化してこういった書籍にしていくといったことをしばらく続け
ている。意外と若い職員たちは、論文を書いて発表する、それが実際にサイネージみたいな研究
の実績として残るという経験がないので、そういった経験をすると、ものすごくやる気を持って
参画し、書いて実績を残していくというようなことができているような活動である。ぜひ参考に
なるかなと思うのでお読みいただきたい。 
実は予告しておくと、再来月ぐらいに次が出て、今度は「まちづくりとロボティクス」という

タイトルで書く。そこは我々の研究の成果もそうであるが、例えば SIP といって内閣府で今人協
調型ロボティクスのことを積極的にやっている。内閣府とNEDO（新エネルギー・産業技術総合
開発機構）に確認したところ、「警察庁も自動運転とか自走モビリティのところでは確かに関わ
りはあるが、それ以外の人協調のところではまだこれからではないか」とお話をされていた。た
だ今の時代、AI もそうであるが、こういった新しい技術を活用することは、どの分野でも、どの
世界でも非常に大切な必要なことになっている。このため、警察の中でも多分、こういった観点
でも既に研究なり動きはされているかとは思うが、もっと力を入れながらそれを社会に見えるよ
うな形で出していただくことが必要なのかなと個人的には考えている。そのようなところを踏ま
えて、今日はお話を進めていきたい。 
 
〇政策学 
もともと私は工学理系の出で、それも建築というようなところで、資格としては一級建築士を

持っているため、今日出てくる公共施設の配置みたいなものとか、具体的に施設がどのような機
能を持ったらいいのかというあたりについては、少し専門的な立場でも言うことができると思う。 
ただ今日のお話の内容は、あくまでも２つ目の専門である政策学というところが中心になる。

先ほど御紹介いただいたように、工学で一応学位はいただいているが、それは都市政策、都市計
画のところで書かせていただいたもので、自治体の職員もやっていたので、少しその中で働きな
がら考える時に、必ずしも工学的な観点だけでここでいうまちづくりというものは実現できない
ということは重々承知して、行政である以上は法律的な、あるいは法的な観点をしっかりと学ば
なければならないということで、改めて働きながら法学の大学院に入り、そこで法学修士を取ら
せていただいた。 
そのときにテーマとしたのが、まちづくり条例という、地域の法律ではないが、そのような地

域特有のルールがあるかと思うが、その効力について研究をさせていただいた。その時にお会い
したのが平井宜雄先生である。民法や法政策学をお習いになった方々もいらっしゃるかもしれな
いが、先生の授業を初めて受けた時に、私は工学の分野で調査や実験などで実証していくという
ことをやっていたが、法律というのは、あるいは法学というのは、判例をしっかりと読み砕きな
がら、それで論文というものを構成していくという学術の世界を初めて知った。特に平井先生は
法政策学を確立されて本を書かれている。その考え方に非常に共感し、それをまちづくりや都市
政策にも生かせるのではないかということで、今日の話の内容や私の政策学の根源となった法政
策学にたどり着くことになる。 
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当時、法と経済学といったような観点や、私が学んだ頃は知的財産の話など法律の世界の中に
理系の専門家が入ってきている状況もあり、法律を知りたいという思いがあった。 
 法学の修士課程が終わってから、経済学の修士課程にもう一度入り直した。そこで何を学び研
究したかというと、まちづくり、特に今我々がやっている公共の仕事というのは、やることまで
はやるが、その評価をどこまでできているかというのが大きな問題であると思い、その評価の仕
方をしっかりと学びたいということで、その時に今私がいる法政大学に当時、都市政策の経済学
者である黒川和美先生がいらして、経済学の修士課程に入り、ヘドニック・アプローチといった
手法を使って、規制が土地の価格にどういった影響を及ぼすのかといった研究させていただいた。 
皆様方の取り扱っている規制なども価値に跳ね返ってくるというような観点でいくと、安全安

心な街はどんなに高い金を出してもそこに住みたくなるとか、そうすることにより規制などが掛
けやすくなるというような理屈があるのではないかという仮説を立て研究をしていた。 
その先生がたまたま法政大学の中で政策創造研究科という研究科を新たに立ち上げた。そこで

教鞭を取るということだったので、私はそこで教えを請いながら学び研究をするため、そこの一
期生として政策学の学位をいただいた。 
 このため、今日お話しするのは先ほどの政策学であるが、その基本には、法律学、それから経
済学、そしてもともとの工学といったところがベースにあった政策学になっているとお考えいた
だけるとよろしいかなと思う。 
政策学はなかなか分かりづらい分野である。いろんな専門がいろいろと絡み合いながら成立し

ていくものであるが、私の場合にはその３つの学問が中心になっているとお考えいただければと
思う。 
 
〇政策の創造（図１～４参照） 
皆さんにこの写真をお見せしよう。この写真は昭和 30 年代。私も生まれたばかりか、その前ぐ

らいのところかもしれないが、これは東京都内のある地域の状況である。皆さん先輩方の中にも、
おそらく自分の住まいの近くにこのような所が確かにあったよねということが思い浮かぶかもし
れない。 
これは昔の水路

であるが、水路の跡
ということで、都市
の整備の中で下水
道が整備されるこ
とによって、都内や
首都圏ではこうい
った場所があちら
こちらに存在する
ようになった。 
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「皆さんだったらどうしますか」というふうに、通常、学生の方であれば投げ掛けながらおそ
らくこれだけで１時間議論できるが、今日はこういったことにこだわるわけにはいかないことか
ら、どういった政策を打ったかというと、手っ取り早くこれに蓋をかける、あるいは埋めて道路
等にするというような政策を打った。私がいた江戸川区ではこういった空間が 420 キロあったと
言う。中央区なども典型的かもしれないが、どの自治体も埋めて道路上の公共空間にした。 
この自治体は、こ

のような臭い汚い
空間を水辺に再生
させるという施策
を打った。これは非
常に当時は画期的
だった。お金もかか
るし、管理するのも
大変というのは当
然ある。でもあえて
その自治体はこう
いった施策を打って今に至っている。水辺の整備事業ということである。 
皆さんは聞いたことがあるかもしれないが、水に親しむ公園整備、親水事業。これは実は江戸

川区の古川というところであり、日本初、世界初の事例である。こういった土地環境の水辺再生
の事例がまちづくりの中で行われたということである。これが今国土交通省がやっている「かわ
まちづくり」の元になっているのかもしれない。 
 皆さん韓国に行ったことはあるかと思うが、ソウル市内に清渓川という川があるのは御存知か。
現地に行くとモニュメントがある。昔高速道路があって、それをあえて壊して水辺を再生させた
という事例である。これは当時の李明博大統領がソウル市長の時に、この公約を掲げて２年半で
5.6キロ弱ぐらいのところを全部壊して水辺を再生させたという事例である。是非行かれたことが
なければ、ついでの時に見ていただくといいかもしれない。 
そして、今の日本橋の水の再生事業がある。あれも高速道路を取り払いながら水を再生して、

まちづくりをしていくという一つの大規模な事例かと思うが、そういったことが世界でもあちこ
ちで行われているし、日本国内でも行われている。実は今この事例というのが、おそらく基礎に
なった 50 年前の事例なのかなと思う。 
韓国の清渓川で水辺再生をやった時には、当時自治体の職員であり、研究者でもあったので、

韓国で講演を頼まれたことがある。今では、日本国内のこういった水辺の再生事業では、世界の
中でも親水公園とか親水というような言葉を使うようになっているところもある。 
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こういう一つの
政策が、大きくこの
街全体を変えると
いうことになる。綺
麗になっただけで
終わりですかとい
うと、実はそうでは
ない。都市環境には
様々な影響を及ぼ
している。例えばこ
の右の上にあるよ
うに、コミュニティ形成あるいは場合によっては土地の利用の変換、建物の計画の変換、昔臭い
汚いところに裏を向けていたのがきれいになると表を向けて借景するようになる。あるいは防災
的な効果や空間がネットワークされる。ここを伝って避難できる、あるいは水があることによっ
て消化活動も容易にできるということもある。あるいは環境教育の面など様々な面に非常に大き
な効果がある。そうしたことをまとめたのが、実は私の最初の博士論文の内容であった。このよ
うなことをしながら、実際の自分の身の回りの仕事をさせていただいたというようなことがある。 
タイトルに政策

の創造とあるが、今
まで我々は、政策と
いうと先輩たちが
作ってきたものを
少し工夫しながら
新しい政策を作っ
ていくというのは
あるが、政策に携わ
る方がいらっしゃ
るので、創造といっ
たところ、今日の言葉で言うと政策デザインといったこと、設計の思考をどういうふうに持って
いけるのかといったところを、是非考えていただきたいと思う。そのためにも、設計の思考がで
きるトレーニングをしなければならない。 
今日いらしている警察大学校の役割でされていると思うが、そういったことをそれぞれの職場

の中でやらなければならないのだと思う。今我々大学では、実は私の研究科の前身は政策創造研
究科であるとお話しした。しばらくそこでも研究科長等をやらせていただいたが、今私のところ
にいる研究科の学生はほとんど社会人である。要は社会人の教育のために設けられた教育機関な
のである。いらしている方は自分の職場で持っているような問題や課題を研究といった形で作り
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直すというようなことを正にやっている。以前に実は警察関係の方もちょっと数名はいらした方
があるかなと思う。今、消防の方はいらっしゃる。あとは自治体職員の方が多くいらっしゃる。
議員さんなんかもいらして、それぞれみんな一生懸命研究して論文を書くというようなことをト
レーニングしている。私はそれは社会のためにも有効有益なことだなと思っている。そのような
最初の紹介で、政策デザインの話も含め、話が膨らんだが、皆さんの中でも特に現役の方々は、
どういうふうに自分の政策形成能力を養っていけるのかということも常に意識をされるといいか
なと思う。 
 私は個人的にそのような気持ちがあって、自治体に公務員として 25～26年いて、その半分以上
は大学に入っていた。幾つかの大学院に行ってそこでいろいろ研究活動させていただいて、それ
は決して全然無駄ではなくて、そこでやったことは政策提言、あるいは現場の仕事にものすごく
生きる。後で紹介する親水空間の景観コントロールについては、国土交通省とやり取りしながら、
景観法における景観地区の第１号となる事例を担当させていただいて実現することができた。一
自治体だけれども日本を代表するような仕組みを作ることができる。それは職員がそれぞれ日頃
から研鑽しながらやってきた成果なのかなと思う。それは別に自分のことがどうかではなくて、
そういった職員が皆さんの職場にも、あるいはいろいろなところに全員でなくてもいいが、ある
一定の数いてくれるとものすごくその現場職場の内容というか、質が上がるのではないのかなと
思っている。 
これが景観法ができた後の景観のコントロールである。放っておけばそのままかもしれないが、

景観をもっと良くしていくためには、こういった電線電柱がなければいいなと思う。こういった
良い空間ができると、必ずこれを魅力としたマンションができる。そうすると、環境的には少し
良くないという状況になってくる。それをある一定の規制をかけることによって、例えばこうい
うふうに高さの制限をつけたりして、空の見える空間、景観的に良いことが実現できるといった
コントロールを政策の中でしっかり位置付けながらすることができる。担当としてやらせていた
だいて実現できたとき、こんなに公務員って面白いというか、やることが理にかなっていれば実
現できるなということを実感した経験の一つである。 
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１ 警察政策デザインとは？（警察政策の現状・課題、現状認識...） 
 
〇“警察政策デザイン”とは？（図５・６参照） 
 それでは、警察政策デザインとは何なのかということである。皆さんは初めてこの言葉にこの
場で触れるかもしれない。警察とは、政策とは、ここまではもう皆様方十分に御存知かと思う。
しかし、デザインとは
何かと言うと、ちょっ
とかしこまってしま
うかもしれない。 
下に定義してあ

るが、要するに、治
安の維持という目
的に対し、法制度と
か組織、現場、市民
との関係性といっ
た複数の要素を考
慮しながら政策を
総合的に設計、ある
いは現状あるもの
を再設計するとい
った営み・行為のこ
と、このように定義
してもいいのかな
と思う。これは私の
勝手な定義である
ので、皆様方でこう
いった定義がいい
のではないかというのがあれば、ぜひ御提案いただいて一般化されると良いと思う。 
デザインとは、もともとの意味としては「とある計画を何かしらで表現する」といった言葉で

使う。よく「形や色など、物の見た目に工夫をこらすこと」もデザインということかもしれない。 
ただし、この政策ということからすると、やはり計画、政策、施策といったものを目に見える

形で表現することがデザインというふうに位置付けられると思う。 
下には、これは新たな造語なので、これがこのまま残るかどうかは分からないが、ここではこ

の言葉を使わせていただきながら、お話をしたいと思う。「警察政策デザイン」とは「複雑化・多
様化する社会の中で、国民（市民）の安全と安心を守るための政策をより効果的に立案・実行・
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改善するアプローチ」ということである。「デザイン思考や人間中心のアプローチを取り入れな
がら、複雑な社会問題の解決を目指し、具体的な行動変容を促す政策の設計に焦点を当てるもの」
であると意味付けをさせていただいた。 
 
〇日本の警察政策デザインの現状（図７参照） 
日本の警察政策

デザインといった
ことを考えると、現
状はどうなってい
るのか。自分でいろ
いろと勉強しなが
ら整理したので、ま
だ抜けている部分
や言い過ぎている
部分があるかもし
れないが、例えば、
日本の警察政策デザインは、治安の維持と公共の安全確保を目的として国民の信頼を基盤に運営
されているものであり、警察庁主導で各都道府県警察が連携して犯罪抑止や交通安全、サイバー
犯罪対策、災害対応などが柱となっている。近年の社会構造や価値観の変化に伴い、次のような
ことが顕在化している。 
多様化する犯罪形態。これはもう説明しなくてもいいかなと思う。 
特に次の人材不足と高齢化。先ほど少しお話ししたが、正に警察署の中でもおそらくこういっ

た問題はもう顕著に生じている。東京都の自治体の中でも今回の採用などを見てみると、ほとん
ど倍率が生じないくらいにまでなっている。事務系は少し倍率が生じるが、技術系などはもう１
を切っている。そのような状況の中でどういうふうに行政として対応するのかというところは非
常に大きな問題や課題なのかなと思う。 
それから、市民との信頼関係。これも警察としていろいろなことに取り組まれる中で、どうい

うふうに国民市民と信頼関係を保っていくのかということがある。やはり合意形成などをしっか
りとすること。2001年以降警察署協議会ができて、全国の警察署ではそういう機会を設ける、そ
ういう場を作るということができているというようなお話があった。一つの素晴らしい成果と思
うが、もう少し突っ込んだ合意形成の仕組みがあるともっと警察あるいは安全安心といったもの
が市民に国民にとって身近なものになるのではないかと考える。 
 それから４点目、新たな技術活用の対応。おそらく警察も十分されていると思う。しかし、日
進月歩で進んでいるので、先ほどの人材不足等のことも合わせると、やはり急がなければならな
い。できることから早急にやらなければならないといった状況にあるのではないかと思う。 
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後ほど話をするが、今内閣府が主導している SIP では、省庁間連携を図ってしっかりとやって
いると謳ってはいる。確かに民間等も含めてやるところはやっている。省庁では経済産業省や総
務省の消防庁などの名前は聞く。しかし、今回この話を数か月前にいただき、警察はどうなって
いるかと聞く中で、SIP に関しては「今のところまだそんなに大きな関わりがないようだ」とも伺
っている。警察庁も私たちが分からないところで動いているのかもしれないが、私みたいな一部
外者が見ると、もっと関われると、国民にとってものすごく安心感があるのかなと感じる。 

実は本当は４点目はこれではなくて、違ったのを入れたかった。それは評価というところであ
り、身に痛いところなので使いたくないところかなとは思うが、皆様方がやってこられた施策・
政策が現時点でどういった影響・効果を及ぼしているかというところをしっかりとした形で主観
ではなくて客観的に科学的に評価をする、そんなことをやはりしなければだめである。それがで
きる人できない人というのがある。それが今日お話しする政策形成するための能力というか、政
策評価はそういった訓練をしなければできないことである。そのようなことを意識しなければな
らないのかなと思う。あえてそこのところは今回事前にお話ししながら削って、こちらの４点目
に回させていただいた。 
 

２ まちづくりと政策デザイン（まちづくりの構造・概念、スマートシティ...）  
 
〇まちづくりの機能（役割）と理論（図８参照） 

 
次にまちづくりの機能（役割）と理論ということである。タルコット・パーソンズというアメ

リカの社会学者が作った理論がある。その理論を基に、まちづくりと都市政策的な観点で機能と
役割を整理させていただいた。 



－10－ 

実はこれが私の２つ目の政策学の博士論文の一つの柱になっている理論構築なのであるが、ま
ちづくりの理論としては、計画とかプロセスのようなところから捉える理論、それから参加まち
づくりといった市民参加がものすごく大切な部分であり、特にプロセスは重要な要素である。 
先ほどの景観法を作ったときもそうだったが、これは都市計画なので「自治体が決めてしまえ

ば、それで成立してしまいますよ」と当時国土交通省の担当から言われた。我々としては当時か
ら市民参加といった意識が非常に強かったので、１年間だけ時間をくださいと伝え、この間に地
域の住民と合意形成を図った上で、先ほどの景観地区指定をすることができている。 
それから、規制誘導の理論。これは警察も大いにあるかと思う。最後に評価の理論である。ま

ちづくりには、このような機能（役割）と理論といったものが存在する。 
 
〇日本の警察政策デザインの課題（図９参照） 

 
日本の警察政策デザインの課題。これも勝手に作らせていただいたものなので、これ以外にも

課題はある。この課題は違うのではないかという話はあるかもしれないが、御了承いただければ
と思う。 
まず、政策形成の閉鎖性がないかというところである。現場の声や市民の意見が反映されにく

い仕組みになっていないか。これについては 2001 年に警察署協議会といった場は持っている。た
だ、それが十分に本当に機能しているのかといったところは、一回検証が必要かなと思う。 
次に市民社会との距離である。まだまだ守られる側と取り締まる側の二分構造が依然として強

いのではないか。多分、警察庁はこれをなくすためにいろいろな努力をしているかと思う。ただ
国民側からすると、まだこういったことがあるのかもしれない。 
それから、法制度とのギャップである。これもやはり、新しい技術や国際犯罪等々に現行法が

なかなか追いついていないという現状はいろいろなところで聞くところである。 
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 そして４点目として、まちづくりと連携した治安体制構築に向けた取り組み。中長期的な観点。
警察署とか交番・駐在所といった活動拠点の見直しが必要ではないかということである。これは
地域の警察署で考えてやることなのかなと思っていたので、御担当から助言を受け少し意外だっ
たが、これは私も非常に大切なことだと思っていたので、ここであえて挙げることとした。 
それを先ほどのまちづくり論の方に照らし合わせると、こういった関係性、こういったところ

で結び付くということがあるのかなというふうに、ただ単に課題も思い付きではなくて、しっか
りとした理論とどういうふうに結び付くのかということを、政策を創造するに当たっては考えな
ければならない。こう見ると、評価のところに結びつくものがない。おそらくあるのであろうが、
それが出し切れていないというような現実があるのかもしれない。率直に今日は外部の者として、
あるいは政策の研究者として語らせていただいている。 
 
〇まちづくりとは？（図 10 参照） 
そもそもまちづくりとは意外と身近である。まちづくりをもう少し難しく言うと、都市政策な

どの難しい言葉になるのかもしれない。しかし、このまちづくりという言葉にすることによって、
国民にとって非常に身近に政策を感じることができる言葉なのかなと思っている。 
そもそもまちづ

くりとは何なのか
という話になると、
こちらにあるよう
に「生活の質向上を
実現するための一
連の持続的な活動」
であり、「自らが住
み、生活している場
を、地域地区にあっ
た住みよい魅力あ
るものにしていく諸活動」である。概念化したものが右にある。皆さんが思い浮かぶのは、大体、
公園づくりとか道路づくり、施設作りみたいなものかもしれない。 
地方に行くと地域活性化みたいなものがある。暮らしや生業作りがまちづくりの一環になる。

警察庁では、安全安心なまちづくりとして様々なイベントをされているかもしれないが、こうし
たイベントづくりもまちづくりである。 
 それから今後の人材。今日はボランティア御担当の方もいらっしゃっているかもしれないが、
地域の人をどうつくっていくのか。これも非常に大切なまちづくりの要素になるのかなと思う。
それを束ねて仕組みとしてどう構築するか。これがまちづくりの中心でもあり、政策形成の中心
になる。 
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〇イベントによる安全・安心の啓発（図 11参照） 
少し横道にそれるが、これは一日警察署長であり、実は私の娘である。皆さんに親しみを持っ

ていただく意味で、このスライドを出させていただいた。娘が小松川警察署で一日警察署長をや
らせていただいた。
娘も実は宝塚にい
るものだから、意外
とこういったとこ
ろで使っていただ
けることもしばし
ばあるのかなと思
うが、これも一つの
安全安心なまちづ
くりのイベントで
ある。 
当時、警察庁の中でも非常に家族ぐるみで親しくお付き合いしていただいている方がいらして、

娘同士が親友ということもあるため、この時にもあえてお忍びでいらしていただいて、応援して
いただいた。 
これを見ていただくと、ただ単に人を呼ぶためのイベントかもしれないが、写真の背景を見て

いただくと分かるように全国の多くのファンや関心のある人たちがこのイベントに目を向けてい
ることが分かる。小松川警察署であの人が来て署長をするというだけで、交通渋滞を起こしてし
まう状況になるぐらいのインパクトの強いイベントにすることもできる。 
 ただ問題はこうしたことがその日だけで終わりになってしまうことである。イベントというも
のは、そもそもそういった性格は大いにある。このため、持続可能あるいは効果あるものにどう
結びつけていくのかというところは、考えなければならない政策の一つかもしれない。 
 
〇記念碑・慰霊碑・スタンプによる安全・安心の啓発 
今年の４月に新聞社から取材を受けた。池袋の暴走事故から６年が経つ。しかし、いまだにこ

こにある慰霊碑に献花したり、あるいはここに来てお祈りしたりという光景が見えるが、これは
どういうことかということを聞かれた。 
コメントとして、負の記憶をいつまでも持ってもらう、あるいはそういった事故を二度と起こ

さないように普通の人にも考えてもらう一つの機会なのではないかとお話しさせていただいた。
私たちの研究室では、東日本大震災の災害記念碑を研究していた者がいるが、実際に災害が起こ
って、その時の記憶を継承するための何らかの取組を行っている地域が多くあることが分かって
いる。 
 観光分野でダークツーリズムというのを聞いたことあるだろうか。ダークツーリズムは、正に
この負の記憶を観光にするものである。負の記憶をしっかりと学んだり、繋げていったりすると
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いう意味においては、そういった仕組みも一つあるのかもしれない。だからこそ、このような負
の記憶みたいなものを何か良い形で安心安全のために結び付けていくような、そんな施策とか仕
組みが何かあるのかもしれないと考えるところである。 
大阪万博でのスタンプラリーについて別の取材を受けたこともある。大阪万博には皆さんの中

でも行かれた方がいらっしゃると思う。あの中でスタンプラリーをやっていたが、今スタンプラ
リーという行為があちらこちらで行われている。私も子どもが小さい時にポケモンのスタンプラ
リーに担ぎ出されたことがある。これは日本独自の文化かもしれない。日本はもともと御朱印帳
やお遍路さんみたいな形で、いろいろな所を巡りながら何かを集めていくようなことが行われて
きた。こういった仕組みを、今の警察行政の中でも、安全安心みたいなものに結び付けながら、
いい形で市民に受け入れられるよう工夫として創造できたら、ものすごく良い効果・影響がある
のではないかと思っている。 
 
〇まちづくりを支える４つの手段（図 12・13 参照） 
まちづくりというのは、計画、ルール、事業・制度、そして大切なプロセスといったところで

成立している。 
ここで特に大切

なのがプロセスで
ある。「住民と適正
に意思疎通を図る
ための過程のこと」
を指し、合意形成手
段でもある。先ほど
言った警察署協議
会というのも一つ
のこういった場か
もしれない。こうし
た場が今ものすご
く求められている。
これがしっかりな
されているかいな
いかによって、後々
市民に共感を持っ
てもらえるか、賛同
してもらえるかと
いうのは、大きく変
わる。こういったと
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ころを気を付ける必要があるものと考える。 
 
〇合意形成手法（図 14参照） 

 

合意形成とプロセスのところを、このように整理させていただいた。学生時代に行政法を取ら
れた方もいらっしゃると思うが、塩野先生の行政法のテキストの中にも出ているが、行政法の中
では、適正な合意形成の段階として、問題形成段階、対策立案段階、行動計画段階の３段階に整
理されている。 
私は研究の中で４段階で評価させていただいた。第１段階は自分たち国民が自分たちの街を見

つめ直す段階。第２段階は地域の問題点を共通認識する段階。第３段階は地域の将来図を共通認
識する段階。最後に具体的なまちづくりを実践する段階。このようなステップを踏みながらその
地域のまちづくりが実現していく。入り方はそれぞれ違うかもしれないが、こういったステップ
を踏むことによって市民と十分な意思疎通ができて、良い計画作り、あるいは実践ができると考
える。警察署協議会が今どういった状況でどのように評価することができるのかというところは
非常に興味があるところである。 
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〇安全・安心な“まちづくり”の構造・概念（図 15参照）

 
先ほどのまちづくりの構造を「安心・安全な“まちづくり”の構造・概念」に整理させていただい

た。これもまだ途中であるが、全国警察の課題は「警戒の空白を生じさせないための組織運営」
と伺った。おそらくこれがこのまちづくりにおいても中心になる。 
「能率的なメリハリのある組織運営」といった柱があって、２本目として「先端技術を活用し

警察活動の更なる高度化を図る」という新しい観点が柱として加わっているということである。
おそらく警察の中でも、こういったまちづくりの理念とか方針をしっかり組み立てられた上での
頭出しなのであろうが、ここもどういった理論・理屈で組み立てられているのかというところは、
お話を伺いながら知りたいと思っていた。政策形成をやっている方がいらっしゃるならば、しっ
かりとこの辺の課題の頭出しあるいは方針の出し方をしっかり整理していくと、もしかしたら少
し形の違ったものになるかもしれない。そういったところも考えられると良いかなと思う。 
例えば、物とか施設づくりについては、先ほどの活動拠点の見直しがあるだろうし、人づくり

については、警察内部の人づくり、あるいは地域の人たち、国民側の人をつくっていくというと
ころもあると思う。そのほか、地方に行けば暮らしづくりみたいなもの、あるいは先ほど言った
イベントづくりみたいなもの、こういったものもしっかりと見直しながら当てはめていけると、
ものすごく良い概念図になる。 
法政策学の平井先生が概念化という言葉を結構使っていたが、一目で見て文章で語るのは簡単

である。しかし、それを良い形で関係性も含めて繋げるのはなかなか難しい。これができるのが
政策形成の能力的なものなのかもしれない。訓練すれば必ずできるようになるので、このような
ことを念頭に置くのも良いのかもしれない。 
  



－16－ 

〇地区計画（図 16参照） 
もう一つこの場で覚えておいていただきたいのが、地区計画という言葉である。御存知の方も

いらっしゃるかも知れないが、今まちづくりをするときに大きな手法になっている。都市計画法
の中で位置付けられていて、「住民の合意に基
づいて、それぞれの地区の特性に相応しいま
ちづくりを誘導するための計画」である。もと
もとはドイツのＢプラン（Bebauungsplan・地
区詳細計画）が元になっていて、全国各都道府
県市町村が持っているまちづくりのバイブル
のようなものである。その中には安心安全な
まちづくり、あるいは道路交通のまちづくりの方針といった項目がある。 
 こうした計画を警察としてしっかりと押さえておいて、警察としての立場あるいは方針みたい
なものをそこに謳わせなければならないのではないかと思う。私が地域のいろいろな委員会や協
議会等に関わる中で、警察の顔が見えないことをしばしば感じた。 
委員会等には警察関係の方も参加される。しかし、出される意見はあまりない。もしそこに何

か警察としての思い、それこそ先ほどの警察署協議会の話かもしれない、あるいはこれから話す
交番の話かもしれないが、こういうふうに警察は考えて今後こうしていきたいのだというような
ことをしっかりと理屈を立てながら説明すると計画論として納得してくれるだろう。こういった
ことを是非知っていただいて、警察としてしっかりと言っていく、そうした場で語らせるような
ことも意識されると良いと思う。 
 
〇（例）地区計画による用途の制限（図 17参照）  

 



－17－ 

こちらは地区計画の事例である。東京都では地区計画制度が 1980 年代にできているので、もう
できてからしばらく経つ。江戸川区の船堀駅という所を御存知か。都営新宿線ができて、新しい
街ができた。その時にできた東京都の第１号の地区計画である。 
風営法絡みで地域では結構問題になることがある。特に新しくできた地域には、この地区計画

によって、通常の法律とは違う地域独自のルールを重ねることができる。この時に作ったのが、
風営法の規制の対象ではないが、ラブホテルに類似している建築物はこの地域には相応しくない
ので制限しようというルールである。ここでは少し曖昧な要件であるが、本当はもう少し細かい
規制ルールを条文も含めて定めることによって、もっとしっかりとした規制誘導ができるはずで
ある。こういった地区計画は全国でできている。 
ここにも警察としての考え方をしっかりと示すことができる。これは実際に効力として発揮さ

れることになるだろう。この都市マスタープランは都市計画法の 18 条の２で都市計画に関する基
本的な方針といった言い方をしているが、それと併せて地区計画といった制度で、地域の安心安
全を守るといった意味でも、警察の方針をそこでしっかりと示す必要があるのではないかと思う。 
 
〇（例）市民参加による“まち”の課題発見（図 18・19 参照） 

 

これは、私が担当させていただいた葛西のまちづくりの事例であるが、住民参加のまちづくり
によって地区計画ができている。最近クマの問題がすごいが、ここは先日イノシシが出たところ
である。地域の人たちから自分たちの街について考えたいと言われて、このような地区計画を策
定した。その時に「まちの診断図」を作った。この地域は耕地整備が行われて、基盤がしっかり
して道路も結構広い。しかし、ここで見て分かるように赤いところが幾つかあるが、これは地域
住民が感じている事故が非常に多い場所を示している。なぜこんなに広い道路で事故が起こるの
か分からないが、とにかく事故が多いという。これを何とかしたいという住民の声が聞かれた。 
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そこで、その時に
地区計画の中で工
夫したのが、こうい
うふうに見通しの
空間を作ることで
ある。警察署に協議
した時には見通し
の空間と言わずに
道路上にしてもら
えないかと言われ
た。確かに道路上に
するに越したことはないが、あくまでも私有地なので所有者には協力してもらわなければならな
い。このため、地区計画の中では「見通しの空間」ということで植栽でもいいので植えてもらっ
て見通しがきくような空間にしてもらうことを、地区計画の中で誘導した。 
このように住民の声を聞きながら安心安全を守るためのまちづくりを実現することができる。

こういう事例も是非覚えておいていただきたいと思う。 
 
〇計画に位置付け実践（図 20 参照） 

 

PTPS（公共車両優先システム）は警察庁が頑張ってこういった仕組みを作られた。江戸川区で
はこれを実践させていただき、都市マスタープランにもしっかりと情報技術を活用する総合的な
交通管理といったところで位置付けた。計画に位置付けることは、ものすごく大きな意味をもつ。
なぜなら、これは一般の市民も見る計画であるからだ。江戸川区では、こういったことをやって
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いるのだ、こういった新しい仕組みがあるのだということを示す良い機会になる。 
警察庁でやっている良いことは、こういった計画にどんどんアピールすることも、先ほどの行

政とのやり取りも含めて積極的に入って表現させていくということは必要なのではないか。 
 

〇公共施設の適正配置（図 21～23参照） 
今日のテーマから、公共施設の適正配置についても興味があるという話を伺ったので、これに

ついて若干お話しする。 
インフラ長寿命化計画は、2013 年に政府が作った。「新しく作る」から「賢く使う」といった

時代になり、全国の公共機関では、総合管理計画を作るようになった。かれこれ 10 年経つので、
そろそろ見直しの時期になると思うが、警察庁としては、警察署あるいは交番・駐在所といった
ものをどういうふ
うに捉え、見直して
いくのかというこ
とがある。現場の実
情を考えながら、新
たな技術の活用も
考慮して、最適な施
設の配置、人員配置
の可能性を探ると
いったことに結び
付けられるのかな
と思う。 
この間ゼミで話をする中で、「皆さんの身近に交番や警察署がありますよね。皆さんどう感じ

ますか」と尋ねた中で結構多かったのが「いや交番はあるが、人がいません。いつも見回り中に
なっています」という回答であった。昔はどんな交番でも警察官の方いらしていろいろとすぐ対
応できるような状況があったが、確かに私の身の回りの交番でも、そういった状況のところが結
構ある。事情はいろいろあると思うが、主要なところは常にいらっしゃるとは思うが、こういっ
た住民の不安といったものをどうやって補っていけるのかということも考えなければならない。 
そうすると、これも一つの提案であるが、交番といったものが定着していなければならないの

か。新しい発想であるが、移動式みたいな交番に先ほどのロボットみたいなものが関係するかも
しれない。そういった新しい発想をこの公共施設の適正配置にも考えなければならないかもしれ
ない。 
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岡山県鏡野町の公共施設等総合管理計画の策定に関わったが、この時意識したのは、住民の意

見を聞くということだった。 
東京都内でこういった計画を策定するときには、行政の担当者が大体データを駆使しながらあ

る程度のものをつくってしまう。しかし、住民との合意形成を図るプロセスを踏むことにより、
例えば統廃合したりする時には、皆さんが納得して統廃合したりすることができる。特に地方に
なると、平成の市町村合併があったが、公共施設などがあぶれてしまったりする。それぞれの自
治体が所有していた公共施設を統合しなければならないし、統合してもいいのではないかという
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施設も多くある。警察関連施設がどうだったのか実態は分からないが、警察庁の中でも、そのよ
うな問題や課題があったのかもしれない。そういったところを市民の意見をしっかり聞くことに
よって、たとえ減らしても市民が納得のいく減らし方ができるといったことをここで経験をさせ
ていただいた。 
 
〇人（職員）の行動状況（実態）を探る（図 24参照） 

 

もう一つ提案したいのが警察官、地域の警察官の方も含めて、実際その方々の行動の状況・実
態がどうなっているかを探ることである。警察庁でやろうとしているのであれば、良いことであ
る。これはすごく大切なことである。人の行動の状況を探る。別に無駄な動きとは言っていない。
しかし、もっと効率的な行動パターンがあるかもしれない。あるいは何かを絡ませることによっ
て、人員が省けるかもしれない。あるいは職員の負担を減らすことができるかもしれない。この
ような観点で行動の実態を探るということは必要ではないかと思う。 
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〇標準作業組合せ票（トヨタ方式）の活用（図 25・26 参照） 

 

 
そこで、私たちの研究室がロボットの実装実験で採用しているのが、このトヨタ方式の標準作

業組合せ票の活用である。トヨタ自動車の工場では、このようなことをやって非常に大きな成果
を出した。今、私たちの研究室の大学院生であるが、もともとトヨタ自動車にいた方がいらして、
実はこういったことをすると、ものすごく人の動きが見えて、いろいろと作業を委ねることがで
きる可能性があるとのことだった。 
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３ 新たな技術の活用（人協調型ロボティクス、実証・実装実験...） 
 
〇警備・避難誘導ロボット（図 27 参照） 
特に今回ロボティクスの話をしているが、私たちの研究室では、熱海や軽井沢のホテルで実験

しているところである。これは私たちの研究室で作ったスライドであるが、今実際に使っている
ugo というロボット
に警察官の役割を
させており、地域の
巡回あるいは交番
の業務を代わりに
やってくれることを
イメージしている。 
当然、AI で、その

まま答えさせる場
合もあるかもしれ
ないが、警察署とリ
モートで繋がるように、カメラも含めて管理をきちんとした上で、このような活動や避難所のよ
うな所でロボットを活用するようなことも可能性があるのではないかと思う。 
 
〇無人パトカー（図 28参照） 
それからパトカー。これもいろいろな規制があり、難しいのは分かっているが、例えば、シン

ガポールなどでは、具体的に実用化している。こういったものもできるだけ早い段階で活用でき
れば、今２人１組で行っているような街中の巡回パトロールみたいなものも、ある一定の区間で
あれば、こういったものが代用することにより、そこには当然カメラもついているし、いろいろ
状況が分かるようなことをしておきながら、警察官の負担、あるいは人員を削減するといったこ
とにも結び付くか
もしれない。 
左は皆さん御存

知かもしれないが、
中国の警察犬ロボ
ットである。   
私はそもそもロ

ボットそのものは
苦手で、やはり人と
人との繋がりとい
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うか、コミュニケーションの方を大切にしたい立場であるが、もうそうは言っていられない時代
であり、こういったものをどういうふうに活用できるのかということをしっかりと考えていかな
ければならないのではないだろうか。 
特に今回のクマの問題などでは、警察官の方が大変な思いをしながらやっているわけである。

そういったところに、こういったものも活用して威嚇したり何か対応したりというようなことが
できるかもしれない。実証していないので全て「かも」で言ってしまうが、技術的にはもう可能
である時代になっている。 
 ただ、日本のロボットはまだ進んでないというよりも、今中国などのほうがものすごく進んで
いて、安く、性能の良い機械が多いというのが現状である。日本の企業を育てるために、SIP が一
生懸命になって国産を何とかしたいという思いで取り組んでいるところもあるが、このようなこ
とも考えられるのではないだろうか。 
 
〇追跡ドローン・監視センター・空飛ぶクルマ（図 29・30参照） 
ドローンは今結構盛んになっている。ただ今日も新聞に出ていたが、ドローンの飛ぶ距離とい

うか範囲というか、
規制があるのかも
しれないが、このよ
うな新しい技術を
活用するというよ
うなことがあるか
もしれない。 
大阪万博では、空

飛ぶ自動車が実用
に近くなってきて
いる。昔我々が鉄腕
アトムやマジンガ
ーＺなど、いろいろ
なロボットを空想
として楽しんでい
た時代が、あるとこ
ろ何か現実になり
つつあるのが今の
時代なのかなと思
う。 
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〇実証・実装実験事例（図 31・32参照） 
 サイネージの活用もものすごく大切であり、これは利用した方がいい。最近、交番を注意深く
見ているが、昔ながらの情報伝達をしている交番が結構ある。もっと市民に見やすく、分かりや
すく、インパクトがあるような伝え方は、情報伝達という点でものすごく重要な要素になるので
はないかと思う。 
私たちは住民と情報

弱者を何とかそうした
新しい技術で救えるの
ではないかと言ってい
る。実際に静岡県で具体
的に豪雨災害があった
時にこの実験が役に立
ったということも記事
で紹介をしていただい
た。 
なかなか使えるよう

で使わないのが、こうい
った新しい技術の活用。
皆さんの身近でも例え
ば太陽光発電みたいな
ものは、最近では当たり
前のようになっている
かもしれない。 
特に、災害があった

時、停電があった時にど
のように市民を守れるのか、市民に安心を与えるのかといったときに、こういった技術をうまく
重ねながら守っていく、安心感を与えていくというように、こうした新しい技術も是非意識して
いただきたいと思う。 
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〇スマートシティ（図 33・34 参照） 
今まちづくりの中では、新しい技術、AI や IoT などの技術を使用したまちづくりが行われてい

る。特にウーブンシティは画期的なものであるが、今後もあれぐらい画期的なまちづくりが行わ
れるようになるのかなと思う。 
スマートシティ以外に、スー

パーシティについてお聞きにな
ったことがあるかもしれない。
今は正にこの時代に入ってきて
いる。これは筑波あたりで結構
やっているのかもしれないが、
こういったところへの参画とい
ったことも考えられるのではな
いかと思う。 

 
 
 
 
 
 
 
 

４ まちづくりにおける警察政策の将来像～警察政策デザインのあるべ
き姿と今後の可能性（市民の安全・安心を第一優先とした警察政策を実現
する“まちづくり” ） 
 
〇まちづくりにおける警察政策の将来像（今後の方向性）（図 35～37 参照） 
最後のまとめになる。警察政

策の将来といったことで、警察
政策デザインの改革について
は、「『共に安全・安心をつくる
社会』を実現する試みを実践す
る」こと。特に丸を付けさせてい
ただいたが、「共に」といったこ
とを是非覚えていただきたい。
我々の先には国民がいる。こう



－27－ 

いった人たちとどういうふうに一緒につくっていけるのかといったような投げ掛けや参画を求め
る努力が必要である。努力すると、必ずその努力が自分たちに結果として返ってくる。 

そして、警察政策の今

後の方向性としては、

「地域に根ざした協働

と科学的根拠に基づく

柔軟な政策デザインへ

と転換する」といったこ

との必要性。ここで「協

働」という言葉は、協力

の「協」に共に「働」く

といったことであり、い

ろいろなところで最近使われるようになってきた。あくまでも行政が一方的に行う行為ではなく

て、市民の参加とか一般の企業等の参加が必要になってきて、一体となって「協働」が実現した

時に、本当に素晴らしい良い効率的なまちづくりができる。そういったことをしながら、警察の

信頼と今まで培ってきた正当性を支える基盤を構築される必要があるのではないかと思う。  

 

人材育成などについては、またこの後の議論で少しできればと思っている。ここで私の話につ

いては終わりにさせていただきたい。 
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質疑応答 
〇警察政策のデザインを担当している責任者として大変勉強になった。かなり賛同しつつ、まさ
しく今それをやろうとしていることや、実はやっているので説明したいという話もあった。最後
におっしゃった「協働」というところであるが、確かに今まで仕組みとしてそういうものがあり、
交通や生活安全の担当者が入っているが、そこで発言がきちんとできているか、説明ができてい
るか、パブリックインボルブメントができているかという要素は、もう少しやりたい。ただ、そ
こで大事なのは実は人材育成であり、警察でそういう発想を持っている人を育てられていないと
いうところがある。今日は大変示唆に富むお話であったので、また更に考えていきたい。 
 
〇地区計画とか都市マスタープランというものと治安政策というものをどうマッチングさせてい
くのかというのがポイントの一つのように受け止めたが、行政の現場で地区計画とか都市マスタ
ープランの作成主体はどういったところが主に担っているか。 
上山 都市整備部のような都市計画を扱っているところが主体になる。ただ、都市マスタープ

ランも地区計画もそうであるが、これはあくまでもその部署だけではなくて、広く全庁にわたる
ものなので、そういった意味では策定の主体はそこであるが、全庁にわたって参画することにな
る。 
先ほど言ったように、方針なども土地利用の方針があったり、あるいは水と緑の整備方針のよ

うなものがあったり、それこそ安全安心のための方針があったりとなるので、いろいろな部署が
関わってくる。警察や消防にも関連する方針があるのだろうから、それを位置付けて示してもら
わなければならなないということではないかと思う。しかし、現実にはそれがなされていないと
いう状況があるのではないかと危惧するところである。 
 
〇それは都道府県なのか、市町村レベルなのか、あるいは両方なのか。 
上山 両方である。都道府県でも都市マスタープランがそれぞれあるし、区市町村でも都市マ

スタープランを持っている。 
 
〇それは必ず策定しなければならないものなのか。 
上山 策定することができるというものである。ただ最近では、国土交通省もそうかもしれな

いし、東京都などもそうかもしれないが、ある一定の制限を変更したりする時に、何に位置付い
ているのかということを必ず聞かれる。その時にまちづくりのバイブルのような都市マスタープ
ランにこういうふうに位置付けているというのがないと掛け合ったりしてもらえない。そのぐら
いの内容になる。 
 
〇再開発事業などがある時に都市計画の変更などが行われるが、そういう前向きな話ではなくて、
クマが出るからコンパクトにしようとか、少し雑然としているから制限をかけて何とか街を維持
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しようみたいな、そういうやや後ろ向きの縮小の方向で都市計画を使っている例はあるのか。 
上山 すごく良い質問である。もともと地区計画制度ができて使われるようになったのは紛争

の解決を目的とした事例である。例えば、国立あたりでマンション紛争があったが、住民が反対
運動を起こし、何で自治体がきちんと取り締まってくれないのかといったことがあった。しかし、
現状の法律では一定の高さまでできてしまい、取り締まれない。 
このため、地区計画で地区独自のルールを作る。先ほどのように高さの最高限度を作ったり、

住民が納得できるような日照権を確保できるようなルールを作ったり、車線の制限を作ったり。
こういったことができるのが地区計画制度である。そのようにもともとは紛争解決の手段となっ
たというのが地区計画の使い方であった。私が担当した小岩という場所があるが、ラブホテルみ
たいなものが住宅地の中にできた。これを何とかしてくれというので、地区計画の中で規制をか
けたこともある。 
しかし、紛争解決型の地区計画ばかりではなくて、先ほど説明したように、環境創成を目的と

した、皆さんが住みやすい環境をどう作っていくのかといった地区計画も逆にあるのではないか
と考えた。紛争を未然に防ぐためには、しっかりと住民が納得した、住民の希望を叶えたような
計画である必要があるのかなと思う。そうすると、例えば、先ほどの交通に関係した見通し空間
を確保するものもあるし、地区計画の中で、壁面の位置の指定というものがある。これにより敷
地の中にある一定の空間を何らかの形で使うことができるように制限として定めることができる。
それをうまく使っているのは江戸川区の船堀である。車道が狭い、歩道が狭いところに壁面線を
かけて建替えの際にどんどん空間を作っていく。こんなことにも使っている。 
警察の内容でもし地域住民が安全安心もしくは防犯みたいなものを意識したようなルールを作

れないのかとなれば、住民の方の合意形成を得た上で、何らかの規制といったことはできるよう
になるのであろう。あるいはそれを定めることによって、住民同士が共通認識をすることができ
る。何かあった時に皆で話し合ったり、相談したりするような場にも使えるのではないかと思う。 
地区計画は今地域では非常に大きなまちづくりの手段になっている。地域御担当の方がいらっ

しゃれば、少し気にしていただくと良いのかなと思う。 
 
〇住民の合意ということがよく出てくるが、住民の合意とは何なのか。声の大きい人の意見だけ
を取ったら間違った方向になる。地方議会の同意があれば住民の合意を取ったことになるのでは
ないかという疑問も感じるがどうか。 
上山 こちらも良い質問である。日本では、住民の意見を聞くといった場が法律的にも担保さ

れている。公聴会もそうかもしれないし、あとはパブリックコメントみたいな、やらなければな
らないことがある。 
 しかし、本当にそれが住民の意見を聞く場かというと、私は必ずしもそうではないと思ってい
る。住民が本当に自分たちの街について考えたいというような思いが出る仕掛けが必要かなと思
う。 
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 ただ、同じような地域でも、住民の気持ちがまとまる所とそうでない所がある。だから、必ず
しも全てが同じ方式でできるとは限らない。しかし、私が担当した江戸川区のまちづくりでは、
地域の住民から自ら自分たちの街をこうしていきたいというようなことを言い出した。この地域
の町会長さんを中心に、もともと日本は地縁が強いから、そういったところに働きかける中で、
敷地面積の最低限度を作った。100 平米という制限である。そうすると、不動産屋さんから大き
な不満が出た。「100 平米にして東京都内で売れると思うのか。買えると思うのか」と不動産屋さ
んから大きな声で反対が出た。それを受けた地域の議員さんは反対になった。しかし、地域はや
はり良好な環境を望んでいる。地域の代表者たちは「議員さんがそういうのならば、私はあなた
に入れません」というようなことまで言って、このルールが決定された。 
おっしゃるように、確かに全員の賛同は得られないかもしれない。反対の人が多ければ実現は

できないのかもしれない。しかし、こういった投げ掛けをしながら多くの市民が納得するような
ものがあるならば、それはきちんとしたルール、あるいは計画に位置付けることができる。おっ
しゃるように、全員が全員、全部が全部できるとは限らない。 
 
〇川口市の駅前はソープランドをやっても良い区域がある。住民はソープランドは街のイメージ
を壊すので指定を外してくれと主張する一方で、それで生活をしている人も一杯いて、市として
どちらの方針でやりたいのか決めてくれれば対応するとなった時に、首長が結局決められなかっ
た。このような場合に住民の合意をどう考えれば良いのか。 
上山 できる所とできない所があると思う。しかし、先ほど言われたように、一つはやはり首

長の判断なのであろう。選ばれた人がどういった市民の総意に基づいて選ばれたのか。最終的に
はその首長が判断を下すということになるのではないかと思う。 
 ただ、そうは言っても、反対の人たちもある程度納得するような状況をどう作っていくのかと
いうのがまちづくりだと思う。粘り強くとにかく聞く。それでどこかで妥協というような言葉は
おかしいかもしれないが、その方々の意見が反映されるものがあるならば、反映するというよう
なところまで意見交換ができると良いのかもしれない。現実の地域を見ても、そこまでできてい
るところ、やっているところはない。だからこそ、そういった土壌というか、風土みたいなもの
を作っていくということが求められているのではないか。 
 日本で住民参加や住民の合意形成ということを盛んに言い出したのは、1980 年ぐらいの都市マ
スタープランを策定した頃である。それはもともとアメリカとか西洋のシステムを持ってきてい
るが、外国ではタウンミーティングみたいな、日常市民が当たり前のようにまちづくりについて
話したり実践したりということをやっている。それをいきなり日本に持ってきてもできるわけは
ない。 
 しかし、当初はできるわけがないと思ってできなかったが、この何十年か経つうちにそういっ
た努力が少しずつ実ってきている。今後、日本だからできないというのではなくて、そういった
ことができるような努力、あるいは仕組みみたいなものを政策にうまく反映させられるような、
政策の創造ができると良いのかもしれない。 
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世田谷区のように住民発意の地区計画ができているところもある。他は自治体がある程度コン
トロールし、参画してつくる地区計画がほとんどであるが、世田谷区には住民のサイドにそれな
りの考えられる人が多くいる。住民が自分たちで計画をつくって自治体に提言し、それをルール
として実践するようなことまでやっている。 
今日話には出さなかったが、外国人の対応がものすごく大切だというか、大変なことになって

いる地域もある。今、川口の話もあったが、どういうふうにうまく共生を図っていくのかという
ところは、その方々にどういうふうに情報を伝えていくのかということも踏まえて、ものすごく
大きなテーマなのであろう。静岡での実証実験などではブラジルの方が大変多くて、その方々に
情報を伝えるために先ほどのサイネージを使ってポルトガル語で防災情報を伝えたことがある。 
今では AI を使っているから、何も一か国の言語だけでなくてもいいのかもしれないが、外国人

の方がこれからますます増えていくので、そういった方々との付き合い方、情報の伝え方みたい
なものは、おそらく警察庁の中でも議論は既にしていると思うが、大切なテーマではないかなと
思う。 

 
〇住民の合意を作るプラットフォームをどう設けるか。例えば、北欧や台湾では SNS を活用して
住民の意向を反映させている。最終的なプロセスとしては議会にかけて予算化するが、政策の形
成過程でかなり SNS を活用する例が出てきている。先生の御経験の中で成功例のある合意形成の
プラットフォームには、どのようなものがあるか。 
上山 図 18 に「長島・雷地区まちづくり協議会」があるが、正にこの協議会が、市民の方々が

気軽に参加して意見を言って、例えば、街歩きをして問題を発見し、それを何らかの形でルール
化し計画化して自治体に提言する。それをもって地区計画を自治体が策定するといったものが有
効に機能している。 
 SNSは今の時代、大いに活用されるようになってきたが、果たして今 SNS を高齢者の方がどの
くらい活用しているだろうか。そういったことが苦手な方もいらっしゃる。そういった方の意見
が反映されているかということを考えると、今それだけに頼ってはいけないのではないかと思う。
それは一つの手段ではあるが、私はできるだけ対面の場もしっかりと大切にしていくことが、今
の時代の合意形成の場の在り方ではないかと思う。 
 
〇協議会というのは、どなたが主催されて、どういう場で開催されているのか。 
上山 仕掛けは自治体がやる。しかし、具体的な運営は地域がやる。地域によって違うかもし

れないが、こういった下町では町会が取りまとめてくださる。このため、協議会の会長には町会
の会長さんなどが立てられる。お膳立てというか、例えば、専門家を派遣したり、あるいはこう
いった組織をつくったりということは自治体が担っているが、前面には住民が出ることが大切で
ある。住民だけに全てやってくださいというと、それはできない。それを補うというか、助ける
のが行政の役目ではないかなと思う。自治体の職員でも得意な人と得意でない人がいる。そうい
った意味での人材育成というのも、やはり大切である。 
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〇避難誘導ロボは非常に良いアイデアだと思うが、被災者の方がいろいろな要求をしてくること
もあると思うので、今どのぐらいまで実用化されているのか。 
上山 現状実用化されていないのではないか。今日は夢物語を語っているつもりでいる。本当

に必要だと思えば、こういったことに取り組まなければならないという気持ちになっていただけ
ると、少し実現に向かっていくのかもしれない。 
ただ、消防などでは、災害の場所にロボットを活用し、人が入れない所に入っていったりする

ようなことは現実に行われている。 
同じように、例えば、警察の分野でもこういった避難誘導するものを人に代わって立たせる、

あるいは遠隔でアバターみたいなものでもいいから、そういったものに答えさせて誘導するとか
ということは多分必要になるし、それによって警察官の方の安全も確保できるのではないかと考
える。 
 
〇無人パトカーの方はある程度は実用化されているのか。 
上山 これもまだアイデアである。私が逆に警察庁に聞きたいところである。シンガポールで

は実現しているので可能性が大いにあると思う。例えば、今実際に人が乗って動いているような
経路ではないかもしれない。最初は決まった区間しか動けないだろうが、それだけでも、そこに
付いているカメラを通してその状況をきちんと見渡すことができるし、それに伴って緊急な事態
ではきちんと警察官がその場に駆けつけることもできるだろう。この存在だけでも、犯罪の抑止
にもなるかなと思う。そのようなことも考えて、こういったことが実現に近づくと良いのかなと
思っている。 
 
〇非常に素晴らしいと思うが、今、宅配便などでは無人でやっている例はある。 
上山 徐々にそういったふうになっている。警察としてこのパトカーの形にしなくても良い。

もう少し簡易なものでも、無人のパトカーが見回っていることを市民に分かってもらえれば良い
のではないか。 
 
〇先ほど見せていただいた写真（図４）で空が大きく見えるかどうかで、かなり治安に影響する
というのはその通りだなと思う。犯罪が起こりやすそうなところと、あまり犯罪が起こらなさそ
うなところも、ああいうところでできているのだなと非常に感銘を受けた。治安上よろしくない
人のたまり場になる公園とならない公園がある。妙に木が高くて鬱蒼となっているとあまりよろ
しくない。 
 上山 今日は話さなかったが、公園のような空間をどのように設計するかは、とても大切であ
る。死角を作らないなど、警察の考え方が欲しい。公園をそこに設置するのが適正なのかどうか
ということもあるが、公園の造りそのもの、空間作りがどうあるべきなのかということは研究し
甲斐がある。 
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樹木の話で言えば、植栽計画みたいなものは景観的にも大切である。高木だけではだめで、高
木と中木と低木をうまく重ねることによって、危険を回避するための植栽作りをする。この場所
には高木ではなくて低木を植えさせるとか、そのぐらいの計画や基準みたいなものが、警察庁の
中でそういったことを考える部署があって公園を作るときには是非こういった設計にして欲しい
というようなことが言えるようなことができるとすごく良いかもしれない。 
 
〇「トー横キッズ」や「グリ下キッズ」などがいて、なぜあそこに集まるのだろうと思って行っ
てみたら、東横は座り込みができないように剣山みたいなものが道に並べてあったりとか、広場
に水をまいていたりとか、そういう対策もあるが、集まらないような場所にする、もっといろい
ろな都市計画的なものもあるのかなと思うがどうか。 
 上山 新宿区役所が移転するのを知っているか。新宿区役所は正に歌舞伎町にある。実は新庁
舎の建設で新宿区役所からアドバイザーを頼まれたことがあった。歌舞伎町からいなくなる。や
はり心配しているのは、区役所があるからある意味で抑止的な効果もあるのではないかという市
民からの意見もある。実際に今度は別の場所に移ってしまう。庁舎や公園のある場所・配置は、
安全・安心なまちづくりにとって大切な要素なのかもしれない。 
余談であるが、私が新宿で提案したのは、本当に一箇所に庁舎が存在しなければならないのか、

分散型庁舎の考え方もあるのではないかということであった。例えば、歌舞伎町にもやはり目を
光らせるような庁舎があって、利便性からすると駅の中あるいは駅至近のところにあってという
ような分散型の考え方もあるのではないかということを話しさせていただいたことがある。 
警察庁も例えば交番は固定でその場所になければならないのかどうか。最近では銀行だってコ

ンビニの中にある。ああいったところに何か工夫をしながら、あることによって犯罪の抑止にも
なるし、もしかしたら気軽に何か相談に乗るようなところができるのかもしれない。皆さんにお
願いしたいのは、固定概念を捨てて政策を創造するということからすると、今までにない新しい
ものを発想していただきたい。そうしたことが必要なのかなと思う。 
 
〇人材の育成について、警察の職務上、事件事故の対応など当面の課題の対応にどうしても重点
を置きがちになるが、益々少子高齢化が進む中では、中長期的な観点からの体制づくりに目を向
けていく必要があると思う。組織としてあるいは個人としてどういうところに注意して人材を育
成していけば良いのか。 
上山 自治体の管理職だった時に採用もやったことがあるが、警察も経験者採用をされている

か。自治体だからできるのかもしれないが、国土交通省でもやっていると聞いている。他で経験
した人、第一線で活躍できる人がいるならば、人材を補うことも必要かもしれない。 
 中の人材育成ということに関しては、やる気のある人、あるいは力のある人というのは必ず中
にいる。しかし、組織の中でそれが発揮できない、あるいはそのうちにやる気がなくなってしま
う人もいる。そういった人たちを若いうちに、中堅ぐらいでもいいが、どういうふうにモチベー
ションを持たせていけるのかということは、組織としてすごく大切なことかなと思う。私などは
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そういった必要性も感じて個人でやった。しかし、何か組織としてうまくバックアップしたり、
警察大学校のようなところで応えられるようなカリキュラムみたいなものがあったりすると若い
人たちが伸びる、人材がきちんと育成されるのではないかなと思う。 
実は私の当時の部下が、自治体から今年、国土交通省に転職した。優秀な人材、本当に働いて

もらいたい人材がいるならば、経験者採用、中途採用的なものも、人を補う意味では必要なのか
もしれない。それ以前に新しい技術を活用することによって、現在与えられている人材をどう有
効に機能してもらうかということも、併せて大切な要素かなと思う。 
 
〇今後日本の人口が減少していく中で、地域警察の体制も見直しが必要になる時に交番や駐在所
をどう賄っていくかという点について、一つの解決策のアイデアとしてロボットの活用という話
もいただいたが、そういったものを将来的に採用していくに当たって何か留意すべき事項がある
か。 
上山 まずは現場の実態をきちんと見るということではないか。それは表面的に資料を使って

いうことではなくて、まずは管轄されている人から現場の実態を把握するということが大切かな
と思う。 
今回、我々の研究室では、SIP の一つとしてホテルを対象としたロボット活用について実証実

験をしている。ロボットホテルは御存知か。なかなか正面切って「どうですか」と聞きづらいの
で、覆面調査というか、学生たちに行かせて「現状をきちんと見て把握してきてくれ」と泊まら
せた。そうすると、意外とロボット活用を謳っていながら、ただ単に人寄せ的なものであったり、
なかなかうまく使えていなかったりといった状況が見えてきた。 
例えば、交番といったところを対象とするならば、実際に交番ではどうなのかと地域の警察官

の方に聞かれても、問題のないことしか言わないかもしれない。しかし、実際に現場に行ってみ
ると、意外とどういった状況にあるのか。先ほど言ったように、地域の住民は「なぜ交番なのに
人がいないのか。何かを尋ねたいのに目的を果たすことができない」という声がある。だからこ
そ、地域にとって交番の存在がどうなのかといった実態を把握することも必要かもしれない。ネ
ットあたりで十分サンプルは集められるかと思う。 
日本の交番はすごい仕組みである。アジアでは日本の交番を真似して運営している。だからこ

そ、そういった機能をなくしてしまうのではなくて、今いる状況の中でどういうふうに、今まで
日本の警察が培ってきた交番のシステムを維持していくのか、あるいは維持だけではなくて更に
発展させていけるのかというところを考えられると、それこそ交番に関する新たな政策の創造な
のではないかと思う。 
 
〇勤務員がいない不在交番というのが多いという御意見はよくいただく。解決策の一つとして交
番の主要な業務ができるような車を回して移動交番として運用するというようなことも各県で取
り組まれている。また、勤務員の不在時にはテレビ電話システムを導入して、来所者が警察署と
繋がるようになる仕組みを導入しているところもある。 
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 上山 無人の交番が本部と通信でつながるところは幾つかあると聞いている。しかし、それが
あることや、あるいは例えば無人で移動型の交番があることをどのぐらい市民が知ってるのか。
そういうことをどういうふうに認知させて広げていけるのかという広報的な観点も努めなければ
ならないところかもしれない。 
先ほどの無人バトカーも、移動型の交番という位置付けになってもいいと思う。どんどん形を

変えながら進化していくと良いと思う。本部と繋いでいる交番のやりとりも、警察官の形をした、
かわいい人型ロボットであれば気軽に相談できる。交番も入りづらい。道を聞いたりするぐらい
ならいいが、そうではない時は入りづらい。どういうふうにもっと市民に身近なものにしていけ
るのかという工夫もあると良いかもしれない。 
 
〇地区計画でいろいろな規制をかけるという話であるが、規制をかけるのは条例によるのか、そ
れとも行政指導で行うのか。 
 上山 パターンは２種類あり、一つは地区計画の計画の中だけで誘導するものもある。そして、
それをきちんとした形で担保するためには、地区計画に関する条例できちんと定めることもでき
る。二段構造である。私としては、やはりしっかり条例で定めることが適切だと言っている。た
だ、規制の項目によっては、条例で定めた方が良いものと誘導といった形で残さざるを得ないも
のがあって、使い分けをしているというのが現状である。 
 
〇地域の取組を警察として応援していくことは非常に良いことだと思う一方で、地域格差が出て
くるのかなと思う。地域の熱量が高いところは非常に安心になり住みやすい街になっていく一方
で、熱量が低いであるとか、過疎地域など人のリソースのないところは盛り上がらずに格差が生
じていく。全国警察という形で見ると、こういったところをどうやって底上げしていくと良いの
か。 
 上山 やはり熱量の違いはある。先ほどの東葛西のあたりは熱量が高く、住民自ら率先して作
ったところである。熱量の高さから言えば、紛争解決型の所は熱量が特に高い。地域住民は反対
意見を多く持っていることがある。どこの自治体でもそうであるが、理想は全区域に地区計画を
かけるべきである。しかし、現状ではかけられない。それは今おっしゃたように、熱量の高いと
ころと低いところ、できるところとできないところがあるからそうなる。だからこそ、事例研究
といったことをしっかりとしながら、モデルとして示す必要があるのではないか。例えば、安全
安心の観点で全国を見てすごく良いモデルがあるならば、それを警察として示していき、それを
真似してもらうような啓発誘導の仕方があるのではないかなと思う。全てを同じ熱量にするのは
不可能である。そういった事例を増やしながら、どんどん加速度的にいろいろな所が真似しなが
ら追随してくるということが望ましいのではないかと思う。 
 
松尾庄一 「警察政策デザイン」という言葉そのものが強烈な印象を受ける。警察政策を立案

するとか、警察政策を企画するというような概念はあるが、警察政策をデザインするということ
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で新鮮な感じを持った。「デザイン」はどう違うのかというと、お話の中にもあったように、「政
策をまず創造する」というような発想が必要だということ。それからやはり「総合的にやる」と
いう発想が必要だということで、これもぜひそういう概念として警察の実務の中でも広まっても
らえればいいなと思いながら聞かせていただいた。 
一点感想めいたことを申し上げさせていただくと、現役で直接担当していた 20 年ぐらい前から

感じていたが、公共の安全と秩序の維持、個人の生命・身体・財産の保護という我々警察の責務
があるが、あれは別に警察の専売特許ではない。本来は自治体がきちんとやらなければならない
話だろうと思っていたが、私が接触した相手は「いや、それは警察の話でしょう」と言われてい
た。最近では自治体の方も、公共の安全と秩序の維持、個人の生命・身体・財産の保護というこ
とに力を入れておられるというような話を伺った。 
最後に警察署協議会を活性化していくために、管内自治体の企画部門の人も入ってもらえば、

もっと一体化したような政策が打ち出されるのではないかなという感じを持っている。今どうな
っているか分からないが、20 年ぐらい前に出来上がった時の感想から申し上げる。 
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